
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

横浜市指定特定相談支援事業所  

事業所番号 14３3500６４０ 

 

横浜市指定障害児相談支援事業所 

事業所番号 14７35000４７ 

＊環状４号線，笠間十字路を原宿方面に向かい，トヨタの正

面にあるグランフォレストの4階です。1階には「おぐら耳鼻咽

喉科」があります。 

        247-0006 

横浜市栄区笠間 4-11-６グランフォレスト 401 

☎：045-４４３-８３６１ FAX：045-443-8362 

時間外連絡先番号：０８０－３４２９－２０１４ 

✉：free@creamsoda.co.jp 

相談室 
 
家庭的な雰
囲気の中で、ど
んなことでも安
心してご相談く
ださい。 

【アクセス】 

◎ご利用料金 

横浜市からサービス利用料金に相当す

る給付を受領する場合は、自己負担金が

かかりません。 

  場合によっては、別途交通費を徴収する

場合があります。 

 

 

◎ご利用案内 

●平日（月～金） １０：００～１７：００ 

     時間外になる時はご相談ください。 

●休日   土・日・祝祭日 

年末年始（12/２９～1/３） 

●利用方法（予約制） 

メールまたはお電話でお気軽

にご相談ください。 

◎利用できる方 

栄区・戸塚区にお住まいの、知的障害者・精

神障害者・障害児およびそのご家族等。 近

隣地域の方はご相談ください。 

「くり～むそ～
だ零」の入り口 

 
グランフォレ

ストに入りまし
たら、エレベータ
ーで4階までい
らしてください。 

 ★ 

 

 

☆ 

 
 

グランフォレスト 

４０１ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『相談支援室 くり～むそ～だ零』 

できました。 

この度、クリームソーダで「特定相談支

援事業」「障害児相談支援事業」を始める

ことになりました。今まで以上に充実した生

活へと繋がるように、障害福祉サービス等

の利用を希望する障害児・者の「サービス

等利用計画」「障害児支援利用計画」を

作成する際のお手伝いをさせていただく事

業です。ご本人・御家族のニーズに基づき、

ご本人を中心とした適切なサービス計画を

提案させていただきます。一つの計画を軸

に、各関係機関・各事業所等の関係者が

情報を共有し、一体的・一貫した支援を受

けられるよう、一人ひとりに合わせた計画

作成を行っていきます。 

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく、

安心して暮らし続けるために、「くり～むそ～

だ零」は、地域とともにあり、地域の暮らし

をお手伝いします。 

 

 

◎事業内容 

【基本相談】 

日常生活で困っていることの相談や各種

障害福祉サービスの利用案内など、様々な

相談を受け付けます。来所相談の他、電話

FAX・メールによる相談も可能です。 

【計画相談】 

障害児・者が障害福祉サービス等を利用

する際に、障害者総合支援法・児童福祉法に

基づく「サービス等利用計画」「障害児支援

利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタ

リング（評価・見直し）を行います。 

◎相談支援専門員とは？ 

ソーシャルワークの「価値・倫理」、「知識」、

「技術」の基盤となる力に基づく「本人を中心

とした支援」を通じて、障害のある人が地域で

安心して暮らせる共生社会の実現に取り組む

ことができる人のこと。 

◎相談支援とは？ 

障害のある人だけでなく、その人が置かれて

いる環境や家族状況を受け止め、ケアマネジメ

ントの手法を用いて本人（家族）の希望と意思

決定を尊重し、地域での生活を実現・継続して

いくための支援のこと。 

◎本人を中心とした支援とは？ 

支援を必要とする障害のある人（及び家族）

の思いや意向、その人が望む暮らし方を最大

限尊重することを基本として、障害のある人の

生活に合わせたオーダーメイドの支援のこと。 

◎サービス等利用計画・障害児支援 

利用計画作成の流れ 

➀区役所へ相談・申請（利用者） 

②市区町村から利用計画案提出依頼

（今後運用開始予定） 

➂指定特定相談支援事業所・指定障害

児支援事業所との契約と面談 

➃ サービス等利用計画案・障害児支援

利用計画案の作成・提出（事業所） 

◉サービス担当者会議の開催、立案 

相談支援事業所は、面談等の結果、作成

された計画案を区役所に提出します。 

➄サービス利用の支給決定と受給者証

の交付（区役所から利用者へ） 

  ◉区役所は、「サービス等利用計画（案）」

「障害児支援利用計画（案）」に基づい

て、利用できる福祉サービスの内容や

量を決定し、受給者証を発行します。 

⑥サービス等利用計画・障害児支援利

用計画の作成・提出 

◉事業所から区役所への提出 

⑦サービス利用の開始 

⑧モニタリングの実施 

◉事業所は、一定期間ごとに、サービス等

の利用状況の確認を行い、必要に応じ

て見直しを行います。 

  サービス等の変更を希望される場合に

はご相談ください。 

 

 

 

 

≪運営会社≫ 

株式会社 Cream Soda 
相談支援室くり～むそ～だ零と同じく、グラン 

フォレスト 401に会社本部を設けています。 

 

 


